
）

１　現在、指定基準規則第120条第2項（賃金及び工賃）を満たすことができていない理由と具体的改善策
（詳細かつ具体的に記載すること）

２　現在の事業内容及び改善計画期間を通じて実施する事業内容

(注)目標収入額は、積算根拠に基づいた実現可能性のある数値であること。

５　現在の生産活動に係る収益額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の収益の見込額

６　現在の利用者の総賃金額及び改善計画期間（基準適合の目標期間）後の利用者の総賃金額

※「現在」はいずれも、指定基準条例第120条第２項を満たさないと判断された前年度１年間のものを記載すること。
※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類を添付させること。

アグリ．エカロー・虹 妹尾全郎

倉敷市老松町4-14-16

連絡先 FAX番号 086-441-0130

（うち身体　2名 12名

事業所所在地

4名精神 その他

電話番号 086-441-0130

12名

改善計画期間後の「収入－経費」

24,178,961円 24,288,000円

①パソコン事業（広告企画制作・デザイン・印刷・WEB・HP制作等）
②施設外就労（自動車部品製造・ホテル清掃）③草取り・清掃作業
④電気メーカーの内職⑤弁当配達の各事業で前年度と同様に収益を
確保する。
計画（別紙）参照

職員数 利用者数 知的20名 18名

　令和７年４月１日　～　令和８年３月３１日（１年間）

３　現在の生産活動に係る事業の収入額及び改善計画期間を通じて基準適合を達成する事業収入目標額（1年間の額を記載）

４　現在の生産活動に伴う経費及び改善計画期間を通じて基準適合を達成する必要経費の見込額（1年間の経費を記載）

現在の事業内容 改善計画期間を通じて実施する事業内容

(未達成理由)
長年にわたり、指定基準規則第120条第2項（賃金及び工賃）を満
たすための人員体制を整える事や収益率を考えた営業や運営がで
きていなかった。R6年度はこの両面の大改革を施行するための1
年間だった。

（具体的改善策)
R6年度の事業内容と利用者人員で安定的に継続して収益をあげる事
で、R7年度は指定基準規則第120条第2項（賃金及び工賃）を満たす
ことができる。

（積算根拠）
詳細は（表4）就労支援事業明細書

（積算根拠）
4月実績に基づき　1,681,641円×12か月＝20,179,692円

事業所代表者署名欄　　　　片岡奈美

（主な費目）
草取り・清掃作業、電気部品の製造（内職）、パソコン事業、施
設外就労（古着の輸入販売業者・自動車部品の製造工場・ホテ
ル）、弁当配達　詳細は就労支援事業活動明細書

（積算根拠）
ホテル清掃（施設外）、弁当配達、電気部品の製造（内職）、自動
車部品の製造（施設外）、パソコン事業、草取り・清掃作業につい
て前年度実績に基づき算出　　　経営改善計画書の概算根拠内訳書
参照

26,113,387円 20,179,692円

現在の支払い総賃金額 改善計画期間後の支払い総賃金額

現在の経費 改善計画期間を通じて見込まれる経費

7,184,935円 7,044,000円

（主な費目）
燃料費、消耗品費、通信運搬費、旅費交通費等
詳細は（表4）就労支援事業明細書

（積算根拠）
経営改善計画書の概算根拠内訳書参照

現在の「収入－経費」

別紙様式２－１

31,332,000円31,363,896円

事業所の設置主体 社会福祉法人　・　民間企業　・　NPO法人　・　その他 設立年月日

改善計画期間

①パソコン事業（広告企画制作・デザイン・印刷・WEB・HP制作
等）②施設外就労（自動車部品製造・古着の輸入販売）③草取
り・清掃作業④電気メーカーの内職⑤弁当配達

（※）事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性（どの
ような資格、経験等を持った者が担当するか等）について詳細に記載すること

現在の収入額 改善計画期間を通じて達成するべき目標収入額

【指定就労継続支援Ａ型事業所　経営改善計画書】

代表者氏名事業所名称

定員


